
 

Q 従業員が仕事中にケガをしてしまいました。 

どう対応したらよいですか？ 

 

A 労働災害とは、仕事中（業務災害）や、通勤中（通勤災害）に発生したケガや病気を指し、労災保

険は労働災害の被害を被った労働者に対して、保険給付を行う制度です。  

 

正社員・パートなど、時間の長短にかかわらず、全ての労働者が対象となります。 

（事業主には労災保険に加入する義務があります。）  

ご質問の件ですが、仕事中のケガで診療を受ける際には、健康保険は使用せず、医療機関に 

労働災害である旨を伝えてください。 

 

受診する医療機関により、手続きや対応が異なります。  

労災指定病院であれば、「療養給付たる療養の給付請求書」（様式第５号）を指定病院等に提出

します。 

用紙に必要事項をご記入後、病院へ提出してくだい。もし、治療費を立て替えている場合は、清

算してもらえます。  

 

指定病院等では、費用の負担をせず、現物給付として治療や薬剤の支給等を受けられます。 

労災非指定病院だった場合は、治療費は一旦全額を負担し「療養給付たる療養の費用請求書」

（様式第７号）に医療機関等で証明を受け、管轄の労働基準監督署に請求することになります。

この様式第７号には、治療費の領収書を添付する必要があります。 

 

申請書は厚生労働省の主要ダウンロードコーナーから印刷することができます。 

東京食品福祉厚生事業団に事務委託されている場合は、ご連絡いただければ必要な申請用紙

を郵送しております。  

 

東京食品福祉厚生事業団のような労働保険事務組合では、本来であれば労災保険に加入でき

ない事業主や家族従事者、法人の役員等についても特別加入制度を利用してご加入いただけ

ますので、お気軽にご相談ください。 

  

～労災事故対応について～ 



 



 


